
加賀市健康福祉審議会高齢者分科会 

令和 5年度 第 4回 

加賀市市民健康部介護福祉課 

 

 

令和 5年 12月 21日 
 

 

 

 

 

 

 

 

資料１ 

 

 

 

 

１. 保健福祉事業について 

 



 

 



【制度概要】

保健福祉事業について

※介護保険法第115条の49から

市町村は地域支援事業のほか、

１ 要介護被保険者を現に介護する者の支援のために必要な事業

２ 被保険者が要介護状態等となることを予防するために必要な事業

３ 介護保険サービス事業の運営その他の保険給付のために必要な事業

４ 被保険者への介護サービス費用に係る資金の貸付けその他の必要な事業

を行うことができる。

【財源】

第1号被保険者(65歳以上)の保険料

【第9期計画期間（令和6年から令和8年）に保健福祉事業として行う事業(案)】

１ 要介護被保険者を現に介護する者の支援のために必要な事業

① 介護用品の支給について

② 加賀山中温泉共同浴場 菊の湯第１・第２介護湯について

２ 被保険者が要介護状態等となることを予防するために必要な事業

③ いきいき大集合について

３ 介護保険サービス事業の運営その他の保険給付のために必要な事業

④ 介護人材の確保等について

【実施の理由】

上記事業の拡充を図り、地域での支えあいや安心して生活し続けることができ
る体制を充実します。
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① 介護用品の支給について

1 要介護被保険者を現に介護する者の支援のために必要な事業

目 的

高齢者を介護している家族等の身体的、精神的負担の軽減を図ること。

対象者

介護保険の要介護認定で要介護1以上の認定を受けている方を在宅で介護している家族
等（本人が住民税非課税）。ただし、要介護1～3の方は、尿失禁の可能性が高く障害高齢
者自立度、認知症高齢者自立度が高い方に限る。

支給方法

入札により決定した市指定の事業者が、市が指定する介護用品を月１回要介護者宅まで
配送する。

支給金額

給付限度額を月額6,000円とし、限度額を超える分については利用者が負担する。

財 源（地域支援事業（任意事業））（第8期計画期間中）

国38.5%、都道府県19.25%、市町村19.25%、第1号被保険者の保険料23%

一部は保健福祉事業（第1号被保険者の保険料100%）

 利用状況

 所得等による利用者状況

・利用者数 328人、平均利用金額 5,705円、合計支給金額 1,878,220円（令和5年10月）
・要介護度別利用者の分布
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・年間延べ利用者数・給付金額の推移

利⽤者数(人)
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・令和４年度中の給付決定者の課税状況及び介護度別人数

・令和4年度決算額
24,177,540円
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※本人課税者は令和2年度に支給実績がある
人のみ経過措置として令和5年度まで対象。
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在宅介護実態調査において、要支援・要介護認定者の紙おむつの利用状況を調査。
毎月の利用金額・都合のいい購入方法について調査した。

 在宅介護実態調査から

①紙おむつの利用について、毎月いくら程度利用していますか

27.6% 13.1% 20.6% 21.0% 5.8% 4.7% 7.1%合計(N=548)

紙おむつの利用はない 月3,000円未満 月3,000円以上5,000円未満

月5,000円以上7,000円未満 月7,000円以上10,000円未満 月10,000円以上

無回答

利用している人の75%は月7000円未満
（397件中300件）

6,000円/月の支給額は適切

②紙おむつの購入にあたり、一番都合のいい方法を選んでください

25.0% 42.0% 8.8% 6.4% 9.3% 8.6%

紙おむつの利用はない 近くの店舗で購入し、自分で持って帰る

近くの店舗で購入し、配送してもらう 通信販売で購入

その他 無回答

利用している人の67％は店舗等で自分で購入・運搬しているが、
配送してもらう方が都合のいい人もいる

給付券又は現金給付も考えられるが、
配送の必要な人への配慮が必要なた
め、現物給付方式を維持

合計（N=548）

100%

100%0%

0%

 今後の方向性

 第9期計画期間（3年間）の見込額

75,000千円

 1年間の見込額

25,000千円 地域支援事業 23,000千円
保健福祉事業 2,000千円

地域支援事業 69,000千円
保健福祉事業 6,000千円

●現行の地域支援事業（任意事業）実施範囲
・本人住民税非課税・世帯員課税について、
年間6万円（＝5千円/月）の支給上限を設け
ている。

●支給金額差額分の対応について
・本人住民税非課税・世帯員課税の差額分
（1千円）は保健福祉事業による対応とする。

国の動向

・第8期計画期間(令和3年から令和5年)においては、地域支援事業（任意事業）の対象者及び
支給上限額に制限を設けることとし、市町村特別給付等への移行等、任意事業としての介護用
品の支給に係る事業の廃止・縮小に向けた具体的方策について、引き続き十分な検討を進める
こととなった。

・なお、任意事業における介護用品の支給が例外的な激変緩和措置であることを踏まえ、対応
を進めること。

・第9期計画期間(令和6年から令和8年)についての国からの通知は現時点でない。

対象者要件について

・現行どおりの対象者で継続する。

※本人住民税課税者は令和2年度に支給実績がある人のみ経過措置として第8期計画中は対象としていたため、
第9期計画では対象外とする。

財源について

・国からの通知があり次第、保健福祉事業による対応を検討する。
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②加賀山中温泉共同浴場
菊の湯第１・第２介護湯について

介護湯について

共同浴場は、市民の健康増進と福祉の向上を図るとともに、地域振興に寄与することを目的と
している。介護湯は、自宅等での入浴が困難な人の入浴環境を確保し、在宅生活の継続に資する
ことを目的としている。

運営費用について

加賀山中温泉財産区の財政状況の悪化により、令和6年度から共同浴場の利用料金の値上げを検
討しているが、介護湯については、リフト設備や交代時清掃作業等のため、一般浴場に比べ費用
を要することが課題となっている。

利用対象者

・介護保険法に規定する要介護、要支援者 ・事業対象者

・身体障害者手帳の交付を受けている者（うち肢体不自由で1級または2級、内部障害で1級）

・日常生活調査票により、介護湯の利用が必要であると認める者

今後の方向性

介護湯の維持に係る費用を助成することで、一般浴場と同一料金での利用を可能とし、今後も
継続して在宅で介護する家族等の入浴に係る身体的・精神的負担の軽減を図る。

1年間の見込額

・1,000千円

第9期計画期間(3年間)の見込額

・3,000千円

1 要介護被保険者を現に介護する者の支援のために必要な事業

③ いきいき大集合について
目 的

・市内の高齢者が「健康で快適な生活をすごす」ことをテーマに集い、高齢者
の健康の維持及び増進を図ると共に、高齢者の充実した生きがいづくりを推進
する。

参加者数（令和元年度・令和5年度 ※令和2年度から令和4年度は新型コロ

・令和元年度(1日開催)：1,000人 ナウイルス感染症の影響のため中止）

・令和5年度(半日開催)： 350人

決算額（令和元年度）

・1,123千円

1年間の見込額

・1,200千円

第9期計画期間（3年間）の見込額

・3,600千円

2 被保険者が要介護状態等となることを予防するために必要な事業
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④ 介護人材の確保等について
3 介護保険サービス事業の運営その他の保険給付のために必要な事業

１ 多様な人材の確保・育成の支援

事業名 事業内容・1年間の見込額

資格試験受験料助成
研修受講費助成

①市内の介護サービス事業所の職員や、介護サービス事業所への
就業志望者が受講した「介護福祉士実務者研修」及び「介護職
員初任者研修」の受講料の一部を補助する。

②介護に必要な資格試験に係る受験料の一部を補助する。
実務者研修受講料補助上限額: 100千円×数名程度
初任者研修受講料補助上限額:  50千円×数名程度
資格試験受験料補助上限額: 30千円×数名程度

【1年間の見込額】800千円

就職奨励金の支給

①若手職員の就職奨励金
②新卒者及び有資格者就職奨励金
③訪問介護職員就職奨励金

【1年間の見込額】3,000千円

中堅職員向け研修の
受講支援

中堅職員向け研修修了者への給付金

【1年間の見込額】700千円

新

新

事業名 事業内容・1年間の見込額

合同就職説明会
市内介護事業所等が一堂に会して合同就職説明会を開催する。

【1年間の見込額】300千円

ハラスメント対策
市よりハラスメント防止の周知啓発

【1年間の見込額】100千円

ICT・IoT導入支援

介護事業所における事務処理のIT化を促進するため、IT・ICTを活用
したアプリ等を各介護事業所に紹介する。

【1年間の見込額】100千円

２ 介護職員の離職防止・定着促進に対する支援

新

新

1年間の見込額
5,000千円

第9期計画期間（3年間）の見込額
15,000千円
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合同就職説明会

IT化推進講習会
ICT・IoT導入支援

広報
「介護のしごと」紹介

来春卒業 求職中 転職希望
一般向け周知・イメージアップ

事業者から具体的な
話を聞く機会を設け
就業につなげる

資格試験受験料助成
研修受講費助成

キャリアアップに必要な資格の取
得を促進し、長期の定着を図る
就業に有利な研修の受講により就
業しやすくする

・介護業界向けIT企業から講師
を招き、 IT化のメリット等を
テーマに事業所管理者向けの講
習会を開催し、IT化を促進
・ICT・IoT機器導入の支援

就業

働きやすい職場づくり
（ICT、AI、ロボットの活用へ）

継続

継続

継続

介護人材確保に向けた取組み ※イメージ図

就職奨励金の支給
若手職員確保や訪問
介護職員等確保のた
め奨励金を支給

新

中堅職員向け研修の
受講支援

事業所間の垣根を超えた連携推進
により、ケアマネジメントの質の
向上を図る

新

新ハラスメント対策

新

ハラスメント防止の周知啓発
を実施し、働きやすい職場環
境整備を図る

※令和5年度加賀市健康福祉審議会高齢者分科会第3回会議資料から引用

(参考)保険料等への影響試算

●保健福祉事業（案）による場合の保険料への上乗せ額を試算

=

約３４.７円

保健福祉事業費
(3年間見込み)

÷ １２か月 保険料月額
第1号被保険者数
（3年間延べ人数）÷

27,600千円 ÷ 66,350人 １２か月÷

=

被保険者１人につき、月額約34.7円の
保険料が上乗せされる計算。

（参考）「介護用品の支給について」見込額全体が保健福祉事業になった場合

96,600千円 ÷ 66,350人÷ 12か月 = 約121.3円
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